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豊島区会計年度任用職員（文化芸術推進員） 

募集案内 

令和 7年 1月 10日 

 

◇任用予定日は、令和 7年 4月 1日です。 

◇この募集案内は、豊島区会計年度任用職員（文化芸術推進員）を採用するためのものです。 

 

１．職 務 

（１）庁内展示の補助業務 

（２）各種文化イベントの事業進行業務（諸作業も含む） 

    事業の企画・運営・調整業務、事業の記録撮影（動画・静止画）等 

 （３）文化イベントのＰＲ業務 

チラシ等の販促物のグラフィックデザイン、ＰＲ動画編集作業等。 

※業務上、Adobe の illustratorでのデザイン制作を依頼する場合もあります。 

（４）その他一般事務 

※年度内に担当事業が追加・変更になる場合があります。 

 

２．配属先および勤務場所 

  豊島区 文化商工部 文化デザイン課 

  ※組織改正により、所属の名称が変更になる場合があります。 

 

３．応募資格  

  基本的なパソコン操作ができること。 

（ワード・エクセルを使用し、文章作成・表計算ができるレベル以上など） 

※チラシ等のデザイン制作の経験があるとなお良い。 

※地方公務員法第 16条（欠格条項）に該当する者を除く（末尾「参考」参照） 

 

４．募集人員 

若干名   

 

５．任 期   

令和 7年 4月 1日～令和 8年 3月 31日 

 ※勤務成績が良好な場合、公募によらず、再度の任用を行うことがあります。 

 

６．条件付採用期間 

原則 1か月 

※1か月の実勤務日数が 15日に満たない場合は、15日に達するまでは条件付採用期間が 

引き続きます。 

※任用の都度、条件付採用期間があります。 
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７．報 酬   

月額 226,000円程度（地域手当相当報酬を含む） 

・条例等の定めるところにより金額が変更される場合があります。 

・別途、期末手当、勤勉手当、通勤費相当額（上限月 5万 5千円)等の支給あり。 

※通勤費相当額は要件に該当した場合に支給。 

・退職手当の支給はありません。 

・社会保険料本人負担額及び源泉徴収所得税が差し引かれます。 

  ※健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険、（介護保険）に加入 

 

８．勤務日数・時間   

・月 16日、1日 7時間 45分勤務 

・夜間及び土・日・祝日勤務があります。 

 

９．休暇等   

年次有給休暇（12日）、公民権行使等休暇、育児時間、災害休暇、病気休暇、妊娠出産休暇、母子

保健健診休暇、生理休暇等 

 

10．服務 

   地方公務員法で定める服務の各規定が適用されます。 

（服務の宣誓、法令及び上司の職務上の命令に従う義務、信用失墜行為の禁止、守秘義務、職務

専念義務、政治的行為の制限、争議行為等の禁止） 

 

 

11．選考方法等 

一次選考 
書類選考（インターネット申込内容・申込書） 

※一次選考合格者には二次選考の受験票を発送 

二次選考 

一次選考合格者を対象に小論文及び面接選考を実施 

〇小論文：令和7年2月17日（月）もしくは2月20日（木）予定 

〇面 接：令和7年2月17日（月）もしくは2月20日（木）予定 

※時間・会場の詳細は別途通知いたします。 

採用内定 令和7年3月上旬ごろまで通知を発送予定。 

  ※選考結果は、合否に関わらず受験者全員に通知いたします。 
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12．応募方法 

  （１）インターネットによる方法 

下記 URL・二次元コードより申込ができます。画面の指示に従い全ての必要項目を正しく入力 

して、下記申込期間内に送信してください。 

申込期間中に正常に受信したものを有効とします。 

申込後、受付完了をお知らせするメールが自動で送信されます。 

メールが届かない場合は、必ず申込期間中に問合せ先までご連絡ください。 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

（２）郵送による方法（簡易書留） 

所定の申込書に必要事項の記入と写真を添付し、封筒の表に「豊島区文化芸術推進員選考申込」 

と赤字で明記し、簡易書留で以下の提出先まで郵送してください。 

※所定の申込書は豊島区の公式 HPよりダウンロードしてください。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※簡易書留によらない郵送での事故については責任を負いません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【インターネットによる方法の申込ＵＲＬ】  

https://logoform.jp/form/gXWR/877833  

 

【申込期限】 

令和７年２月５日（水）２３：５９まで（期間内受信有効） 

 

 

                              

【豊島区 HP】 https://www.city.toshima.lg.jp/477/2410281100.html  

【 提 出 先 】 〒171-8422  

東京都豊島区南池袋 2-45-1 豊島区役所本庁舎 7階 

          豊島区 文化商工部 文化デザイン課 施策調整グループ 

【申込期限】  令和７年２月５日（水）（必着） 

【申込二次元コード】 

※システム保守整備のため申込期間中にシステムを停止する場合や、予期せぬ機器停止及

び通信障害等が起きた場合のトラブルについては、責任を負いません。 

 

 

https://logoform.jp/form/gXWR/877833
https://www.city.toshima.lg.jp/477/2410281100.html


4 

 

 

13．募集時の個人情報の取扱いについて  

当該募集時の個人情報については、当区の会計年度任用職員の採用に関する業務のみ 

使用します。 

 

14．その他 

災害、その他緊急時対応が必要な場合、職務内容以外の業務を行うことがあります。 

 

 

15．問い合わせ先 

〒171－8422 豊島区南池袋 2-45-1 豊島区役所本庁舎７階 

        豊島区 文化商工部 文化デザイン課 施策調整グループ 

                           電話 03-3981-1476 

 

 

参考 ―地方公務員法第 16条（欠格条項）― 

次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を 

受けることができない。 

１ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 

２ 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2 年を経過しない者 

３ 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあって、第６０条から第６３条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者 

４ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する 

政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者 

（注）民法の一部を改正する法律（平成１１年法律第１４９号）附則第３条第３項の規定により従前の例による 

こととされる準禁治産者は受験できません。 


